
令和４年３月２０日（日）、「令和３年度 成年後見セミナー」を奈良県文化会館小ホールにて開催。
「認知症になった波平さん～契約社会と成年後見制度」と題し、講師から誰もが知っている『サザエさ
ん』になぞらえて、分かりやすくお伝えいただきました。

【主なポイント】

・現在の契約社会においては、様々な場面において、判断能力によって不利益（権利侵害）を受ける恐れがあること。

・そうした人々を法律上で守るために成年後見制度があること。

・成年後見制度の利用にあたっては、デメリットも考慮し検討する必要があること

参加者８０名（30代：2名 40代：13名 50代：17名 60代：13名 70代：30名 80代：5名）

※コロナ禍であり、周知期間が短かったにもかかわらず、たくさんの方にお越しいただきました。

【参加者の声】

・後見制度が少し分かったように思いました。

・司法の制度であることが理解しました。もっと学びたいと思いました。

・とても分かりやすい話だった。

・具体的事例で大変わかりやすかった。話に引き込まれ全く眠くなかった。

・福祉の仕事をする中で成年後見というワードを目にすることが多くなってきたので今回の研修に

参加しました。使い方を間違ってしまうと良くないので慎重に進める必要があると理解できました。

令和4年3月20日（日）10：00～11：50

「令和３年度 成年後見セミナー」報告

場所：奈良県文化会館 小ホール

会場の様子


